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高
齢
者
福
祉
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て

稲

葉

光

彦

高齢者福祉の歴史的展開について

　
我
が
国
の
高
齢
者
福
祉
関
係
法
は
、
大
陸
の
儒
教
的
精
神
を
受
け
継
い
だ
律
令
の
時
代
よ
り
見
ら
れ
、
為
政
者
側
に
福
祉
政
策
を
考
慮

す
る
だ
け
の
精
神
的
・
経
済
的
余
裕
の
な
か
っ
た
中
世
期
を
除
け
ば
、
今
日
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
時
代
や

地
域
に
よ
り
そ
の
対
象
や
内
容
に
は
精
粗
・
濃
淡
が
あ
り
、
齢
を
重
ね
た
者
と
社
会
と
の
関
係
の
複
雑
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

年
齢
と
と
も
に
蓄
積
さ
れ
た
多
く
の
経
験
や
人
間
性
は
、
よ
り
成
熟
し
た
社
会
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

が
正
し
く
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
時
代
の
如
何
を
問
わ
ず
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

向
井
健
先
生
は
、
そ
の
豊
富
な
御
経
験
と
緻
密
な
御
研
究
に
よ
り
、
常
に
私
共
に
適
切
な
御
指
導
を
与
え
て
戴
き
、
こ
う
し
た
努
力
と
経

験
の
蓄
積
・
伝
授
こ
そ
が
次
代
の
社
会
や
学
問
を
繁
栄
さ
せ
る
礎
に
な
る
こ
と
を
、
身
を
以
て
示
し
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
度
、
先
生
の
御

退
職
に
際
し
て
高
年
者
福
祉
に
関
す
る
本
稿
を
献
じ
、
学
恩
の
幾
分
に
か
答
え
ん
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

一

我
が
国
の
高
齢
者
福
祉
政
策
の
展
開
に
付
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
政
策
の
対
象
年
齢
に
つ
い
て
着
目
す
る
と
、
ま
ず
養
老
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「
戸
令
」
鰹
寡
条
に
は
、

　
凡
鰹
寡
。
孤
独
。
貧
窮
。
老
疾
。
不
能
自
存
者
。
令
近
親
収
養
。
若
無
近
親
。
付
坊
里
安
助
。
如
在
路
病
患
。
不
能
自
勝
者
。
当
界
群
司
。
収
付
村
里

　
安
養
。
例
加
医
療
。
井
勘
問
所
由
。
具
注
貫
属
。
患
損
之
日
。
移
送
前
所
。

と
あ
っ
て
、
同
条
の
救
済
対
象
に
な
り
う
る
鰹
寡
以
下
の
具
体
的
な
状
態
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
鰹
」
「
寡
」
及
び
「
独
」

「
老
」
の
四
種
が
高
齢
者
福
祉
の
対
象
者
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
定
義
を
義
解
等
の
解
釈
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
「
鰹
」
は
六
一
歳
以
上
で
妻
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
い
者
、
「
寡
」
は
五
〇
歳
以
上
で
夫
の
な
い
者
を
指
す
。
ま
た
「
独
」
は
六
一
歳
以
上
で
子
の
な
い
者
、
「
老
」
は
六
六
歳
以
上
の
者
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
同
条
集
解
「
或
説
」
は
、
「
不
能
自
存
、
謂
鰹
寡
以
下
老
疾
以
上
、
不
能
自
存
者
、
就
中
、
如
有
可
得
自
存

者
、
不
入
此
条
。
」
と
し
て
、
鰹
寡
以
下
老
疾
以
上
に
対
し
自
活
不
能
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
求
め
て
い
る
の
で
、
同
条
に
よ
る
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

祉
の
恩
恵
を
被
り
得
る
年
齢
は
、
自
活
不
能
な
状
況
に
あ
る
六
六
歳
以
上
の
者
で
あ
り
、
更
に
別
途
の
要
件
を
設
け
て
、
妻
或
い
は
子
の

無
い
者
は
六
一
歳
以
上
、
夫
が
無
い
者
は
五
〇
歳
以
上
と
い
う
対
象
年
齢
の
引
下
げ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
天
平
十
年
の
『
周
防
国
正
税
帳
』
に
は
、

　
依
天
平
十
年
正
月
十
三
日
　
恩
勅
、
賑
給
高
年
及
鰹
寡
惇
独
疾
疹
不
能
自
存
者
之
徒
、
合
参
任
颪
栢
漆
拾
試
人
、
穀
捌
値
参
拾
漆
鮒
、
（
九
十
歳
一
人

　
二
鰍
、
八
十
歳
廿
七
人
別
一
斜
、
鰹
十
六
人
別
六
斗
、
鰹
廿
六
人
、
寡
冊
三
人
、
合
六
十
九
人
別
五
斗
、
鰹
六
十
九
人
、
寡
二
百
三
人
、
独
廿
一
人
、

　
惇
一
百
二
人
、
合
三
百
九
十
五
人
別
四
斗
、
寡
二
百
九
人
、
惇
一
百
九
十
一
人
、
独
三
百
九
人
、
病
者
一
百
光
七
人
、
合
八
百
冊
六
人
別
三
斗
、
惇
一

　
百
廿
人
、
独
一
百
一
十
四
人
、
病
者
八
百
廿
八
人
、
窮
乏
五
百
冊
一
人
、
合
一
千
六
百
三
人
別
二
斗
、
窮
乏
三
百
一
十
五
人
別
一
斗
、
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
あ
り
、
ま
た
天
平
十
一
年
の
「
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
」
に
も
、

　
神
門
郡
高
年
已
下
不
能
自
存
以
上
、
惚
伍
栢
試
拾
壼
人
、
賑
給
穀
鼠
栢
伍
拾
斜
参
斗

　
　
　
　
（
九
十
歳
二
人
〃
別
一
斜
、
八
十
歳
廿
三
人
、
鰹
十
五
人
、
寡
三
百
光
四
人
、
惇
九
十
人
、
独
一
人
、
井
四
百
六
十
三
人
〃
別
五
斗
、
不
能
自
存

　
　
　
五
十
六
人
〃
別
三
斗
、
）

　
　
　
　
　
　
　
（
下
略
）
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と
し
て
、
「
窮
乏
」
や
「
不
能
自
存
」
を
鰹
・
寡
・
惇
・
独
な
ど
と
同
様
、
明
ら
か
に
独
立
し
た
救
済
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が

見
え
る
の
で
、
高
齢
者
に
対
す
る
賑
給
は
純
粋
に
年
齢
の
み
を
考
慮
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
更
に
、
詳
細
は
後
述
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
が
、
「
侍
丁
」
と
呼
ば
れ
る
看
護
人
給
付
制
度
に
於
い
て
は
、
高
齢
者
の
対
象
年
齢
を
八
○
歳
以
上
に
設
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
律
令
は
、
他
に
要
件
を
設
け
ず
直
接
救
済
を
実
施
す
べ
き
高
齢
者
の
年
齢
と
し
て
、
八
○
歳
以
上
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と

が
窺
え
よ
う
。

　
又
、
律
令
は
基
本
的
に
良
賎
の
身
分
と
年
齢
及
び
性
別
に
よ
っ
て
班
田
制
や
負
担
体
系
を
構
築
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
の
高
齢
者
の

位
置
づ
け
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
口
分
田
の
班
給
に
つ
い
て
は
最
低
年
齢
の
定
め
が
あ
る
の
み
で
別
段
年
齢
に
よ
る
増
減
は
な
い
も

の
の
、
負
担
側
は
調
・
庸
・
雑
樒
・
兵
役
の
何
れ
も
が
年
齢
を
中
心
と
し
た
区
分
を
行
っ
て
お
り
、
六
一
歳
以
上
六
五
歳
以
下
の
良
民
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

子
を
指
す
「
老
丁
」
の
場
合
、
調
・
庸
は
「
正
丁
」
と
称
さ
れ
る
青
年
男
子
の
半
額
と
さ
れ
る
、
六
六
歳
以
上
の
者
は
不
課
口
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ま
た
「
老
丁
」
以
上
は
兵
役
の
該
当
者
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
我
が
古
代
国
家
に
於
け
る
高
齢
者
保
護
・
優
遇
策
の
対
象
と
な
る
年
齢
は
比
較
的
明
瞭
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
身
柄
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

容
・
安
憧
並
び
に
税
負
担
に
関
し
て
は
、
ま
ず
六
五
歳
を
境
界
と
し
、
以
下
は
年
齢
・
性
別
・
状
況
に
応
じ
た
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
と

見
ら
れ
る
が
、
賑
給
や
看
護
人
給
付
と
い
う
積
極
的
な
助
成
を
高
齢
者
に
実
施
す
る
際
の
対
象
年
齢
は
八
O
歳
以
上
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
判
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
中
世
国
家
に
於
け
る
福
祉
対
象
高
齢
者
の
年
齢
に
関
し
て
は
、
他
の
救
済
政
策
同
様
、
福
祉
制
度
自
体
の
存
在
を
確
認
す
る
こ

と
す
ら
容
易
で
は
な
い
の
が
実
状
で
、
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
古
代
に
於
け
る
福
祉
政
策
は
律
令
の
規
定
す
る
公
地
制

お
よ
び
租
庸
調
制
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
消
滅
し
た
中
世
国
家
で
は
、
福
祉
関
係
法
も
大
幅
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
ず
、
組

織
的
か
つ
恒
久
的
な
も
の
と
は
全
く
影
を
潜
め
、
非
体
系
的
・
臨
時
的
か
つ
局
部
的
な
も
の
の
み
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
恐
ら
く
、
慈
恵
的
窮
民
救
助
を
為
政
者
必
備
の
徳
の
一
つ
と
考
え
る
よ
う
な
古
代
国
家
の
儒
教
的
君
主
観
が
喪
失
し
、
加
え
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（
1
2
）

て
う
ち
続
く
政
情
不
安
の
結
果
、
朝
廷
・
幕
府
と
も
福
祉
政
策
の
余
裕
を
失
っ
た
等
の
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
近

世
に
至
っ
て
、
土
地
・
人
民
支
配
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
遂
行
を
目
途
と
し
て
、
再
び
為
政
者
が
徳
治
や
人
倫
の
体
裁
の
も
と
に
福
祉
政

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

策
を
実
施
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
幾
つ
か
を
見
る
と
、
ま
ず
幕
府
の
高
齢
者
福
祉
に
対
す
る
方
針
が
現
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
文
久

二
年
に
、

　
　
　
養
老
之
儀
二
付
申
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
新
革
屋
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
次
　
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
二
百
三
十
人

　
此
度
出
格
之
御
改
革
被
仰
出
候
ハ
、
深
き
御
仁
意
も
被
為
在
候
儀
二
候
処
、
積
年
之
流
弊
有
之
事
故
、
両
三
年
中
二
普
く
御
徳
化
之
及
候
様
二
も
相
成

　
間
敷
欺
、
就
而
ハ
極
老
之
も
の
共
、
若
其
内
相
果
、
御
仁
恵
二
相
洩
候
も
の
も
有
之
候
而
ハ
、
歎
ケ
敷
、
且
養
老
之
儀
ハ
、
風
俗
を
厚
く
為
致
候
第
一

　
之
儀
に
も
有
之
、
勇
今
度
江
戸
京
大
坂
を
始
、
遠
国
奉
行
支
配
所
井
諸
国
御
代
官
所
御
預
所
共
、
諸
民
八
拾
歳
以
上
之
も
の
江
、
御
銭
可
被
下
旨
被
仰

　
出
候
間
、
御
府
内
町
人
共
之
分
、
先
達
而
其
方
共
よ
り
取
調
差
出
候
、
七
百
九
拾
弐
人
之
も
の
共
江
、
鳥
目
三
貫
文
ツ
＼
被
下
候
間
、
当
人
共
呼
出
、

　
其
段
可
申
渡
処
、
何
れ
も
極
老
之
儀
、
中
に
ハ
病
気
又
ハ
歩
行
不
自
由
之
も
の
も
可
有
之
候
間
、
其
方
共
江
申
渡
候
二
付
、
右
御
趣
意
之
趣
、
難
有
相

　
心
得
、
銘
々
支
配
限
り
不
洩
様
、
当
人
共
江
篤
と
申
聞
、
御
銭
頂
戴
為
致
候
上
、
可
届
出
、

　
　
　
　
戌
閏
八
月

と
し
て
、
「
養
老
之
儀
ハ
、
風
俗
を
厚
く
為
致
候
第
一
之
儀
に
も
有
之
」
と
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
・
京
・
大
坂
の
町
人
を
は
じ
め
天
領
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

諸
民
の
う
ち
八
O
歳
以
上
の
者
に
銭
の
支
給
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
な
お
右
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
支
給
額
は
三
貫
文

ず
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
本
人
へ
の
直
接
支
給
を
原
則
と
し
た
が
、
病
気
・
歩
行
不
能
等
に
よ
り
出
頭
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
名
主

を
経
由
し
て
受
給
せ
し
め
、
か
つ
領
収
証
を
提
出
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
ま
た
町
方
に
於
け
る
平
常
時
の
救
済
と
し
て
は
、
寛
政
四
年
五
月
二
十
一
日
、
町
名
主
・
家
守
ら
に
対
し
て
「
窮
民
御
救
起
立
」
を
発
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し
て
い
る
。
即
ち
、

　
　
　
窮
民
御
救
起
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
　
町
　
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
　
主
共

　
　
一
、
七
拾
歳
よ
り
以
上
二
而
、
夫
井
妻
に
わ
か
れ
、
手
足
之
働
も
不
自
由
二
而
、
や
し
な
わ
る
へ
き
子
も
無
之
、
見
継
可
遣
も
の
も
な
く
、
飢
に
も
可

　
及
も
の
。

　
　
一
、
拾
歳
位
よ
り
以
下
二
而
、
父
母
に
わ
か
れ
見
継
可
遣
も
の
無
之
類
。

　
　
一
、
年
若
二
候
共
、
貧
賎
な
る
も
の
、
長
病
二
而
見
継
可
遣
も
の
も
無
之
、
飢
に
も
可
及
類
。
右
箇
条
之
類
ハ
、
町
役
人
共
得
と
糺
候
而
、
柳
原
籾
蔵

　
会
所
江
、
其
町
々
名
主
印
形
書
付
を
以
、
家
守
共
よ
り
可
申
出
候
。
去
年
触
置
候
通
、
町
々
積
金
之
内
二
而
、
右
之
通
、
実
之
難
儀
成
者
江
ハ
、
手
当

　
可
渡
遣
候
。

　
右
之
趣
、
町
々
名
主
家
守
共
、
不
洩
様
可
申
通
候
。

　
　
　
五
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
し
て
、
町
会
所
に
よ
る
都
市
窮
民
の
救
済
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
七
拾
歳
よ
り
以
上
二
而
、
夫
井
妻
に
わ
か
れ
、
手

足
之
働
も
不
自
由
二
而
、
や
し
な
わ
る
へ
き
子
も
無
之
、
見
継
可
遣
も
の
も
な
く
、
飢
に
も
可
及
も
の
」
と
あ
る
如
く
、
七
〇
歳
以
上
の

者
を
対
象
と
し
つ
つ
も
、
更
に
無
縁
・
身
体
不
自
由
等
々
に
よ
る
生
計
不
能
と
い
う
要
件
の
具
備
を
求
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
一
方
、
村
方
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
元
禄
十
一
年
の
『
下
総
邦
葛
飾
郡
三
堀
村
五
人
組
帳
』
前
書
に
、

　
　
一
、
年
寄
て
子
も
な
く
、
幼
少
に
て
親
に
お
く
れ
、
或
後
家
に
な
り
、
或
片
輪
に
な
り
、
長
病
な
と
致
、
寄
所
な
き
も
の
、
又
ハ
独
身
之
百
姓
或
煩
ひ
、

　
或
人
手
間
無
之
、
耕
作
成
兼
、
身
上
衰
へ
、
難
立
者
二
候
ハ
・
、
一
類
共
ハ
不
及
申
、
名
主
・
五
人
組
心
合
、
引
立
可
申
事
。

と
見
え
る
如
く
、
五
人
組
或
い
は
村
落
内
の
相
互
扶
助
に
よ
る
救
済
を
命
じ
て
い
る
が
、
救
済
対
象
者
を
年
齢
で
区
分
す
る
よ
う
な
規
定

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
共
同
体
に
無
限
の
救
済
責
任
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
己
の
責
任
範
囲
外
に
押
し
出
し
た
救
済
に
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対
す
る
為
政
者
の
一
種
の
無
関
心
さ
が
現
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
郡
代
・
代
官
ら
天
領
支
配
の
た
め
現
地
に
あ
っ
た
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

官
は
、
よ
り
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
対
応
の
指
針
を
設
け
て
お
り
、
『
勤
要
集
』
在
陣
心
得
井
帳
面
類
之
事
に
は
、

　
　
一
、
夫
食
米
拝
借
之
事

　
　
是
者
夫
食
拝
借
者
無
利
足
二
而
翌
年
五
ケ
年
賦
返
納
也
、
壱
人
宛
凡
左
之
通

　
　
　
　
貸
渡
高

　
　
　
　
米
（
男
弐
合
／
女
壱
合
）

　
　
　
　
か
ら
麦
（
男
四
合
／
女
弐
合
）

　
　
　
　
黍
稗
（
男
八
合
／
女
四
合
）

　
　
　
　
御
勘
定
所
御
定
者
（
米
壼
合
二
／
麦
弐
合
／
雑
石
者
八
合
二
／
替
候
よ
し
）

　
　
但
、
六
十
歳
以
上
十
五
歳
以
下
之
男
者
女
扶
持
也
、
三
歳
以
上
者
人
数
不
可

と
い
う
、
食
用
米
穀
の
無
利
息
貸
付
基
準
と
し
て
六
十
歳
以
上
の
男
へ
は
「
女
扶
持
」
、
即
ち
半
額
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
心
得
な
ど

が
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
飢
饅
時
に
於
け
る
対
応
と
し
て
は
賑
給
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
高
崎
藩
の
例
で
は
、

　
天
明
二
年
寅
年
被
　
仰
出
候
例

　
　
一
、
村
々
九
拾
九
歳
以
上
之
者
え
　
　
御
扶
持
方
壼
人
扶
持

　
　
　
　
但
、
男
女
差
別
無
之
事
、

　
右
は
、
不
拘
貧
富
二
、
存
生
之
内
被
下
候
之
事
、

　
　
　
天
明
七
未
年

　
寛
政
二
戌
年
之
例

　
　
無
便
老
人

　
　
一
、
孤
独
之
者
男
壼
人
二
付
壼
ケ
年
麦
武
俵
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女
壼
人
二
付
壼
ケ
年
麦
壼
俵
半

　
　
療
疾
片
輪
者

　
　
但
、
孤
独
之
者
、
男
女
共
拾
五
歳
迄
、
老
人
療
疾
片
輪
者
、
存
生
之
内
被
下
候
事
、

右
は
、
何
れ
も
貧
窮
之
飢
え
、
近
キ
親
類
等
無
之
、
無
拠
者
え
被
下
候
事
、

天
明
四
辰
年
之
例

一
、
飢
人
御
救
左
之
通

　
　
一
、
七
歳
未
満
之
者
　
　
　
　
鍮
百
文

　
　
一
、
八
歳
以
上
　
　
　
　
　
　
同
颪
百
文

　
　
一
、
拾
五
歳
以
上
　
　
　
　
　
同
三
百
文

　
　
一
、
六
拾
壼
歳
以
上
　
　
　
　
同
颪
百
文

右
は
、
格
別
之
変
災
等
二
て
米
穀
高
直
二
付
、
飢
人
多
分
有
之
候
節
、
被
下
候
事

一
、
村
々
困
窮
之
者
当
座
御
救
左
之
通
り
、

　
　
一
、
六
拾
壼
歳
以
上
　
　
　
　
女
扶
持
一
日
麦
五

　
　
　
　
　
拾
五
歳
以
下
之
者
　
　
合
ツ
＼
三
十
日
分

　
　
　
　
　
但
、
五
歳
以
上
之
者
え
被
下
候
事
、

一
、
拾
六
歳
以
上
　
　
　
　
一
日
麦
壼
升
ツ
＼

　
　
六
拾
歳
迄
之
者
　
　
　
日
数
右
同
断

一
、
女
　
　
　
　
一
日
麦
壼
升
ツ
㌧

　
　
　
　
　
　
　
　
日
数
右
同
断

　
　
　
但
、
五
歳
以
上
之
者
え
被
下
候
事
、

右
は
、
極
貧
之
者
夫
食
等
差
詰
、
無
拠
願
出
候
節
、
被
下
候
事
、

寛
政
四
子
年
之
例

　
但
、
極
貧
之
者
、
又
ハ
病
気
之
者
え
は
、
事
宜
二
よ
り
壼
人
二
付
麦
壼
俵
ツ
㌧
被
下
候
事
、
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（
2
0
）

と
し
て
、
年
齢
別
の
麦
銭
支
給
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
高
齢
者
側
の
区
分
は
六
一
歳
以
上
と
し
て
、
一
六
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
の
者
よ
り

若
干
減
じ
た
対
応
を
し
て
い
る
。
し
か
し
九
十
九
歳
以
上
の
者
に
は
貧
富
・
性
別
に
拘
わ
ら
ず
一
人
扶
養
の
支
給
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

は
注
目
に
価
し
よ
う
。

　
以
上
の
様
に
、
幕
府
や
各
藩
に
於
け
る
高
齢
者
対
策
の
対
象
年
齢
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
天
保
四
年
七
月
に
は
、

　
一
、
鰹
寡
孤
独
ノ
者
江
、
是
迄
者
老
養
扶
持
被
下
来
候
処
、
向
後
九
拾
歳
以
上
之
者
有
之
願
出
候
共
御
手
当
米
不
被
下
旨
仰
渡
奉
畏
候
、
依
之
御
受
申

　
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
七
月

と
し
て
、
従
来
高
齢
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
来
た
「
養
老
扶
持
」
の
支
給
に
つ
い
て
、
以
後
、
九
〇
歳
以
上
の
者
を
そ
の
受
給
対
象
よ
り

　
　
　
　
　
（
2
1
）

除
外
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
見
れ
ば
、
幕
藩
体
制
の
経
済
的
基
礎
構
造
を
支
え
る
程
の
労
働
力
で
は
な
い
老
齢
者
層
に
対
す
る
福
祉
政
策

は
、
直
ち
に
再
生
産
に
繋
が
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
為
政
者
と
し
て
そ
の
保
護
・
援
助
の
必
要
性
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
は
主
と

し
て
親
族
縁
者
の
孝
養
心
や
地
域
社
会
等
の
相
互
扶
助
精
神
に
委
ね
る
か
、
或
い
は
格
別
治
安
の
維
持
に
必
要
な
場
合
に
の
み
積
極
的
な

政
策
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
福
祉
政
策
に
お
け
る
高
齢
側
の
年
齢
区
分
を
云
々
す
る
様
な
状
況
に
は
程
遠
か
っ
た
こ
と
が
知
り
得
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
こ
れ
に
対
し
、
維
新
後
の
明
治
七
年
十
二
月
八
日
に
布
達
さ
れ
た
「
憧
救
規
則
」
で
は
、

　
一
、
同
独
身
ニ
テ
七
十
年
以
上
ノ
者
重
病
或
ハ
老
衰
シ
テ
産
業
ヲ
営
ム
能
ハ
サ
ル
者
ニ
ハ
一
ケ
年
米
壱
石
八
斗
ノ
積
ヲ
以
テ
給
与
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
但
独
身
二
非
ス
ト
錐
モ
余
ノ
家
人
七
十
年
以
上
十
五
年
以
下
ニ
テ
其
身
重
病
或
ハ
老
衰
シ
テ
窮
迫
ノ
者
ハ
本
文
に
準
シ
給
与
ス
ヘ
シ

と
し
て
、
独
身
で
七
〇
歳
以
上
の
重
病
あ
る
い
は
老
衰
者
で
営
業
不
能
の
者
に
年
米
一
石
八
斗
を
給
し
、
ま
た
当
該
人
が
非
独
身
者
で
あ

っ
て
も
他
の
家
人
が
七
〇
歳
以
上
ま
た
は
一
五
歳
以
下
で
あ
る
場
合
、
本
人
の
状
況
に
応
じ
て
右
に
準
じ
た
救
助
を
行
う
こ
と
を
定
め
て

（
2
3
）

い
る
。
即
ち
七
〇
歳
を
区
分
年
齢
と
し
て
高
齢
窮
民
の
救
助
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
六
五
歳
以
上
の
老
衰
者
が
貧
困
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

た
め
生
活
不
能
の
場
合
、
状
況
に
よ
り
居
宅
救
護
や
収
容
救
護
を
行
う
こ
と
な
ど
を
定
め
た
「
救
護
法
」
が
、
昭
和
七
年
一
月
に
施
行
さ
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（
1
）
同
条
義
解
疏
文
に
、
「
六
十
一
以
上
而
無
妻
為
鰹
也
、
五
十
以
上
而
無
夫
為
寡
也
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
戸
令
」
三
歳
以
下
条
義
解
に
は

　
「
不
限
年
之
長
幼
、
皆
為
寡
也
、
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
条
は
対
象
範
囲
の
拡
大
防
止
の
配
慮
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
同
条
義
解
疏
文
に
、
「
謂
、
十
六
以
下
而
無
父
為
孤
也
、
六
十
一
以
上
而
無
子
為
独
也
。
」
と
在
る
。

（
3
）
同
条
義
解
疏
文
に
、
「
六
十
六
以
上
為
老
也
、
」
と
在
る
。
な
お
「
戸
令
」
三
歳
以
下
条
は
「
六
十
一
為
老
、
六
十
六
為
老
日
。
」
と
定
義
し
て
い

　
る
。

（
4
）
　
同
条
集
解
所
引
「
跡
」
記
は
、
「
貧
窮
一
、
老
一
、
疾
一
、
不
能
自
存
者
、
謂
上
七
色
人
、
凡
皆
惣
云
貧
窮
而
不
能
自
存
而
已
、
但
給
侍
之
色
、

　
不
在
此
例
、
」
と
し
て
、
「
不
能
自
存
」
を
鰹
寡
以
下
老
疾
以
上
の
七
者
に
つ
い
て
の
要
件
で
あ
る
と
考
え
る
と
共
に
、
救
済
を
要
す
べ
き
自
活
不
能

者
は
当
然
貧
窮
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
、
要
件
を
構
成
す
る
要
素
を
「
貧
窮
」
か
つ
「
不
能
自
存
」
と
し
、
ま
た
「
老
謂
六
十
一
以
上
、
七
十
九
以

　
下
也
、
八
十
以
上
即
給
侍
人
也
、
」
と
し
て
、
戸
令
給
侍
条
の
規
定
を
も
と
に
侍
丁
給
付
の
資
格
が
あ
る
者
は
除
外
す
る
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
「
朱
」
記
は
、
鰹
寡
以
下
の
救
済
対
象
に
つ
い
て
、
「
鰹
寡
孤
独
之
人
、
貧
窮
不
能
自
存
、
又
老
疾
之
人
、
不
能
自
存
、
総
六
事
欺

　
何
、
」
と
し
て
、
螺
寡
孤
独
お
よ
び
老
疾
の
六
者
に
分
類
し
、
前
四
者
の
付
帯
要
件
と
し
て
貧
窮
か
つ
不
能
自
存
た
る
こ
と
を
、
後
二
者
に
は
不
能

　
自
存
た
る
こ
と
を
各
々
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
集
解
の
明
法
各
説
は
「
不
能
自
存
」
を
鰹
寡
以
下
の
者
に
求
め
る
要
件
と
す
る
点
で
相
違
を
み

　
な
い
。

　　　　　　　111098765）　）　）　）　）　）　）引
き
上
げ
て
課
役
の
軽
減
を
図
っ
た
こ
と
を
承
け
、

れ
六
〇
歳
、

（
1
2
）

『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
二
－
二
二
〇
頁
。

『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
二
ー
二
〇
一
頁
。

「
戸
令
」
給
侍
条
。

「
賦
役
令
」
調
絹
絶
条
。

「
戸
令
」
戸
主
条
。

「
軍
防
令
」
兵
士
簡
点
条
。

た
だ
し
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
天
平
勝
宝
九
歳
四
月
に
問
民
苦
使
の
収
集
し
た
情
報
に
基
づ
き
中
男
お
よ
び
正
丁
の
下
限
年
齢
を
各
一
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
宝
字
二
年
七
月
に
は
老
丁
な
ら
び
に
老
目
老
の
下
限
年
齢
を
各
一
歳
引
き
下
げ
て
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
六
五
歳
と
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

拙
著
『
窮
民
救
助
制
度
の
研
究
』
（
慶
慮
通
信
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
13
）
　
た
だ
し
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
農
民
支
配
と
治
安
の
維
持
が
目
的
で
あ
り
、
し
か
も
極
力
幕
府
財
政
を
傷
め
ぬ
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
た
め
、

町
方
や
村
方
の
相
互
扶
助
や
宣
伝
効
果
を
狙
っ
た
報
償
な
ど
、
福
祉
本
来
の
姿
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
14
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
巻
四
十
八
、
江
戸
市
中
法
度
三
一
四
四
所
収
、
文
久
二
年
閏
八
月
附
触
書
。

（
1
5
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
巻
四
十
八
⊥
一
二
四
三
。

（
16
）
　
江
戸
町
方
社
会
の
貧
困
問
題
は
、
吉
田
久
一
氏
も
『
日
本
貧
困
史
』
に
於
い
て
指
摘
す
る
如
く
主
と
し
て
村
落
か
ら
の
流
出
者
お
よ
び
都
市
居

住
者
の
下
落
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
失
政
の
ほ
か
、
飢
饅
・
物
価
騰
貴
・
火
災
・
疫
病
の
蔓
延
な
ど
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
窮
民
層

　
の
拡
大
に
繋
が
る
と
共
に
、
社
会
不
安
惹
起
の
原
因
と
も
な
っ
た
。
従
っ
て
幕
府
は
、
こ
う
し
た
都
市
窮
民
に
対
し
て
各
種
の
直
接
的
経
済
援
助
を

与
え
た
ほ
か
、
授
産
・
帰
農
等
を
奨
励
し
て
、
窮
民
層
自
体
の
解
消
を
促
し
た
の
で
あ
つ
た
。

（
17
）
　
そ
の
財
源
は
町
会
所
積
金
、
即
ち
町
入
用
の
倹
約
に
よ
っ
て
捻
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
幕
府
も
こ
れ
に
援
助
金
を
支
出
し
て
は
い
る
が
、
主
と

　
し
て
町
方
の
相
互
扶
助
に
依
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）「

家
」
制
度
』
）

（
2
4
）

野
村
兼
太
郎
氏
は
『
五
人
組
帳
の
研
究
』
一
四
頁
。

『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
史
料
集
』
一
〇
八
頁
。

『
高
崎
藩
・
郡
方
式
』
。

『
代
官
触
留
』
巻
四
、
御
請
条
。

太
政
官
達
第
一
六
一
一
号
（
『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
一
三
七
巻
二
）
。

血
救
規
則
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
小
川
政
亮
氏
「
血
救
規
則
の
成
立
I
I
明
治
絶
対
主
義
救
貧
法
の
形
成
過
程
ー
1
」

　
　
　
　
が
詳
し
い
。

な
お
同
法
の
制
定
は
昭
和
四
年
四
月
で
あ
る
（
法
律
第
三
九
号
）
。

（
『
戸
籍
制
度
と

332
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次
に
こ
れ
ら
高
齢
者
に
対
し
如
何
な
る
福
祉
政
策
が
各
期
に
実
施
さ
れ
た
の
か
に
付
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
が
、

済
的
助
成
・
法
的
責
任
の
軽
減
・
身
体
的
補
助
・
精
神
的
支
援
の
四
種
に
大
別
出
来
よ
う
。

そ
れ
ら
は
大
凡
、
経
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ま
ず
経
済
的
助
成
に
付
い
て
は
、
律
令
期
に
定
時
及
び
臨
時
の
「
賑
給
」
と
呼
ば
れ
る
救
援
米
穀
の
支
給
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
自
然
災

害
等
に
よ
る
窮
民
の
発
生
な
ど
に
対
し
て
、
国
司
・
郡
司
に
よ
る
実
態
調
査
を
承
け
て
賑
給
使
が
現
地
派
遣
さ
れ
、
国
司
等
の
報
告
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
検
分
し
た
後
に
賑
給
の
実
施
を
発
令
す
る
と
い
う
も
の
の
ほ
か
、
「
其
行
幸
路
傍
百
姓
窮
困
者
賑
憧
、
長
老
者
賜
者
、
」
と
あ
る
よ
う

に
、
朝
廷
の
徳
恩
を
示
す
た
め
に
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。
ま
た
平
安
中
期
以
降
は
賑
給
制
度
も
定
期
的
な
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

式
化
し
、
十
世
紀
半
ば
頃
に
は
毎
年
五
月
に
定
時
賑
給
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
近
世
に
も
、
自
活
不
能
の
高
齢
者
に
対
す
る
こ
う
し
た
穀
銭
類
の
支
給
は
、
前
述
の
如
く
町
方
・
村
方
を
問
わ
ず
実
施
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
殆
ど
は
他
の
原
因
に
よ
る
窮
民
と
一
括
し
て
の
救
助
で
あ
る
。
し
か
し
養
老
目
的
の
も
の
と
し
て
は
、
文
久
二
年
八
月
に
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

領
の
住
民
で
八
○
歳
以
上
の
者
へ
各
三
貫
文
ず
つ
支
給
し
た
例
が
あ
り
、
ま
た
一
般
窮
民
救
済
に
含
め
て
見
る
な
ら
ば
、
享
保
十
八
丑
年

二
月
に
は
、

　
一
此
節
町
々
困
窮
二
候
間
、
店
借
地
借
渡
世
難
成
程
之
者
ハ
、
其
地
主
、
家
主
よ
り
地
代
店
賃
等
当
分
可
致
用
捨
候
、
米
高
直
之
申
立
二
て
、
渡
世
成

　
能
き
も
の
も
困
窮
人
同
前
二
申
な
し
、
地
代
店
賃
不
納
も
の
ハ
、
吟
味
之
上
急
度
可
申
付
候
、

　
　
　
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
し
て
、
借
家
の
家
賃
地
代
猶
予
と
い
っ
た
都
市
生
活
者
独
特
の
対
応
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
明
治
七
年
十
二
月
の
憧
窮
規
則
で
は
、
そ
の
内
務
省
原
案
に
は
「
一
、
挙
家
七
拾
歳
以
上
ハ
各
一
ケ
年
米
壱
石
八
斗
ツ
＼
終
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

給
与
ノ
事
」
と
し
て
、
家
人
全
員
が
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
家
庭
に
は
各
人
に
年
一
石
八
斗
を
終
身
支
給
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
が
、
細

部
の
訂
正
削
除
を
受
け
て
成
立
し
た
時
に
は
、
年
一
石
八
斗
の
米
を
七
〇
歳
以
上
の
独
身
自
活
不
能
者
に
支
給
す
る
と
い
う
こ
と
に
後
退

　
　
　
（
6
）

し
て
い
る
。

　
次
に
法
的
責
任
の
軽
減
に
関
し
て
は
、
古
代
国
家
の
場
合
、
前
述
の
如
く
、
「
書
」
す
な
わ
ち
六
六
歳
以
上
の
も
の
は
不
課
口
と
し
て

課
役
が
全
免
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
六
一
歳
以
上
（
次
丁
）
の
調
は
正
丁
の
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
次
丁
の
調
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（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

副
物
は
全
免
と
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
し
う
る
。
ま
た
次
丁
の
歳
役
は
正
丁
の
二
分
の
一
と
さ
れ
、
「
老
丁
」
以
上
は
兵
役
の
該
当
者
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
刑
事
法
上
の
優
遇
措
置
と
し
て
、
名
例
律
七
十
以
上
条
な
ど
に
は
、
年
齢
に
応
じ
て
、
①
七
〇
～

七
九
歳
は
、
流
罪
以
下
の
刑
は
蹟
を
許
す
。
た
だ
し
加
役
流
・
反
逆
縁
坐
流
・
会
赦
猶
流
に
つ
い
て
は
配
流
す
る
が
服
役
を
免
除
す
る
。

②
八
○
～
八
九
歳
は
、
反
逆
お
よ
び
殺
人
に
よ
り
死
罪
に
該
当
す
る
場
合
は
名
例
律
請
条
の
規
定
す
る
手
続
き
を
ふ
み
、
天
皇
の
裁
決
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

仰
ぐ
。
強
・
窃
盗
お
よ
び
傷
害
罪
に
つ
い
て
は
瞭
を
許
し
、
謀
反
・
大
逆
の
縁
坐
に
よ
る
没
官
は
免
除
さ
れ
る
。
③
九
〇
歳
以
上
は
死
罪

で
あ
っ
て
も
課
刑
し
な
い
。
反
逆
の
縁
坐
に
よ
る
没
官
に
つ
い
て
は
名
例
律
七
十
以
上
条
を
適
用
し
な
い
も
の
の
、
謀
反
・
大
逆
の
縁
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
よ
る
没
官
の
免
除
を
規
定
し
て
い
る
。
と
い
う
、
様
々
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
年
齢
別
刑
事
責
任
能
力
を
明
示
し
た
中
世
法
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
幕
府
法
に
規
定
の
無
い
こ
と
に
関
し

て
は
律
令
並
び
に
「
時
宜
」
と
称
す
る
社
会
的
要
請
に
依
る
べ
し
と
し
て
若
年
者
の
犯
罪
を
律
令
の
規
定
に
準
じ
て
判
断
す
べ
く
具
申
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

た
法
家
の
意
見
が
あ
る
の
で
、
高
年
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
処
置
が
と
ら
れ
た
か
に
思
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
も
そ
も
鎌
倉
幕
府
は
律
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

五
刑
中
で
死
刑
以
外
を
継
承
し
て
い
な
い
の
で
、
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
の
よ
う
な
幼
年
者
の
刑
事
責
任
能
力
を
減
ず
る
傾
向
は
江
戸
期
に
も
継
承
さ
れ
、
『
公
事
方
御
定
書
』
に
は
一
五
歳
未
満
の
放
火
・

殺
人
を
遠
島
に
、
窃
盗
は
大
人
よ
り
一
等
減
ず
る
と
い
う
規
定
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
高
年
者
へ
の
特
別
処
置
は
設
け
ら
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
藩
法
を
見
る
と
、
例
え
ば
熊
本
藩
で
は
、

　
一
、
盗
賊
条
之
外
余
罪
二
而
も
造
意
至
而
不
届
な
る
に
別
段
、
若
一
ト
通
之
罪
状
二
而
、
先
ハ
雑
犯
二
類
ス
ベ
き
程
之
者
二
候
ハ
＼
、
七
十
歳
未
満
二

　
而
も
年
齢
二
不
応
、
衰
老
又
ハ
生
来
病
身
等
療
疾
二
茂
可
准
者
ハ
、
臨
時
判
断
を
以
答
刑
被
宥
、
収
贈
可
被
　
仰
付
段
、
此
節
御
長
柄
之
者
尉
右
衛
門

　
愈
議
二
相
究
、
以
来
男
女
共
六
十
五
歳
以
上
之
者
年
齢
二
不
応
、
老
衰
等
之
様
子
相
見
候
分
ハ
、
其
趣
口
書
二
付
紙
被
用
候
様
御
穿
馨
所
え
及
達
置
候

　
事
、

と
し
て
、
六
五
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
「
老
衰
等
之
様
子
」
を
見
極
め
た
う
え
、
雑
犯
の
類
の
答
刑
を
収
瞭
に
換
刑
す
る
な
ど
の
臨
時
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（
1
5
）

判
断
を
実
施
し
て
い
た
如
く
で
、
地
域
に
よ
っ
て
独
自
の
高
齢
者
に
対
す
る
配
慮
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
身
体
的
補
助
に
つ
い
て
は
、
律
令
国
家
の
場
合
、
高
齢
の
自
活
不
能
者
を
近
親
や
地
域
社
会
に
扶
助
せ
し
め
る
規
定
を
設
け
る
の
み
で

な
く
、
「
戸
令
」
給
侍
条
に
、

　
凡
年
八
十
及
篤
疾
、
給
侍
一
人
、
九
十
二
人
、
百
歳
五
人
、
皆
先
尽
子
孫
、
若
無
子
孫
、
聴
取
近
親
、
無
近
親
、
外
取
白
丁
、
若
欲
取
同
家
中
男
者
、

　
並
聴
、
郡
領
以
下
官
人
、
数
加
巡
察
、
若
供
侍
不
如
法
者
、
随
便
推
決
、
其
篤
疾
十
歳
以
下
、
有
二
等
以
上
親
者
、
並
不
給
侍
、

と
あ
る
如
く
、
「
侍
丁
」
と
称
す
る
看
護
人
を
年
齢
に
応
じ
て
、
八
○
歳
以
上
は
一
人
、
九
〇
歳
以
上
に
二
人
、
　
一
〇
〇
歳
以
上
に
は
五

人
支
給
し
て
お
り
、
こ
の
侍
丁
自
身
に
対
し
て
も
税
法
・
刑
事
法
な
ら
び
に
兵
役
上
の
各
種
特
典
を
用
意
し
て
看
護
に
専
心
出
来
る
様
な

体
制
を
整
備
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
看
護
人
支
給
制
度
は
当
代
の
み
に
止
ま
っ
た
如
く
で
、
中
世
は
お
ろ
か
近
世
に
於
い
て
も
見

る
こ
と
は
出
来
ず
、
た
だ
地
域
や
家
族
に
お
け
る
相
互
扶
助
に
委
ね
る
の
み
で
、
救
小
屋
の
類
に
し
て
も
、
自
立
を
援
助
す
る
こ
と
を
目

的
に
物
価
高
騰
や
臨
時
の
災
害
等
に
よ
る
窮
民
の
一
時
収
容
を
行
っ
た
施
設
で
あ
り
、
高
齢
者
の
収
容
看
護
機
能
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ

（
1
7
）る

。
ま
た
享
保
七
年
以
来
設
置
さ
れ
た
養
生
所
も
、
看
護
人
の
な
い
極
貧
病
人
が
対
象
で
あ
り
、
療
養
の
費
用
は
無
料
と
さ
れ
た
も
の
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

収
容
定
員
や
逗
留
期
間
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
貧
富
と
は
無
関
係
に
年
齢
の
み
を
考
慮
し
て
受
給
権
を
与
え
た
律
令
の
侍
丁
制
と
は
大
い

に
異
な
っ
て
い
た
。

　
精
神
的
支
援
に
つ
い
て
は
、
律
令
国
家
は
賦
役
令
孝
子
順
孫
条
に
孝
子
・
順
孫
・
義
夫
・
節
婦
等
に
対
し
表
彰
や
復
除
な
ど
を
行
う
規

　
　
　
　
（
1
9
）

定
を
設
け
る
な
ど
し
て
家
族
道
徳
を
督
励
す
る
一
方
、
国
司
の
職
掌
中
に
も
こ
れ
ら
孝
義
の
者
を
毎
年
の
属
郡
巡
行
に
際
し
て
発
見
す
べ

く
努
め
る
こ
と
を
掲
げ
て
お
り
、
血
縁
的
相
互
扶
助
の
精
神
的
背
景
を
醸
成
す
る
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
儒
教
道

徳
的
孝
養
の
奨
励
は
近
世
社
会
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
前
掲
文
久
二
年
八
月
の
「
養
老
之
儀
二
付
申
渡
」
で
も
老
人
保
護
精
神
を

謳
い
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
所
詮
そ
れ
が
血
縁
的
相
互
扶
助
の
精
神
育
成
と
家
庭
内
の
秩
序
維
持
を
図
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

古
代
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
無
く
、
ま
た
明
治
政
府
に
お
い
て
も
、
維
新
直
後
に
掲
げ
た
「
五
榜
の
掲
示
」
の
第
一
札
に
「
一
、
人
タ
ル
モ
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ノ
五
倫
ノ
道
ヲ
正
シ
ク
ス
ヘ
キ
事
。

引
き
継
い
だ
の
で
あ
っ
た
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
12
）

（
1
3
）

、
鰹
寡
孤
独
療
疾
ノ
モ
ノ
ヲ
欄
ム
ヘ
キ
事
。

　
（
2
0
）

（
下
略
）
」

と
あ
る
如
く
、
前
代
の
意
識
を
そ
の
ま
ま

（
1
）
　
延
喜
太
政
官
式
。

（
2
）
　
『
新
儀
式
』
第
五
に
、
「
賑
給
井
施
米
事
。
毎
年
五
月
、
以
来
塩
賑
給
於
京
中
窮
民
、
上
卿
先
以
使
差
文
奏
之
、
条
々
使
領
給
之
後
、
使
注
其
人

数
井
充
給
物
数
等
奏
之
。
（
下
略
）
」
と
あ
る
。

（
3
）
　
前
掲
。

（
4
）
　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
三
十
九
、
飢
人
御
救
井
施
薬
養
生
所
等
之
部
、
二
二
七
四
。

（
5
）
　
明
治
七
年
六
月
十
七
日
附
内
務
省
伺
「
位
救
規
則
按
」
。

（
6
）
　
た
だ
し
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
七
月
の
内
務
省
達
に
お
い
て
、
「
余
ノ
家
人
廃
疾
病
老
幼
ニ
テ
事
実
難
捨
置
情
故
ア
ラ
ハ
其
者
共

　
ヘ
モ
救
助
セ
シ
ム
事
モ
ア
ル
ヘ
キ
」
と
し
て
、
一
家
複
数
人
救
助
の
規
定
を
復
活
さ
せ
て
い
る
（
明
治
八
年
七
月
三
日
附
内
務
省
達
乙
第
四
九
号

　
「
窮
民
佃
救
申
請
調
査
箇
条
」
（
『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
一
三
七
巻
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

賦
役
令
調
絹
絶
条
は
調
副
物
賦
課
基
準
に
つ
い
て
、
正
丁
の
分
し
か
記
し
て
い
な
い

賦
役
令
歳
役
条
。

賊
盗
律
令
謀
反
条
。

賊
盗
律
令
謀
反
条
。

『
吾
妻
鏡
』
建
長
五
年
二
月
二
十
五
日
条
。

石
井
良
助
氏
『
刑
罰
の
歴
史
』
（
明
石
書
店
）
。

な
お
、
こ
う
し
た
幼
年
者
の
刑
事
責
任
能
力
に
つ
い
て
、
戦
国
期
の
『
今
川
仮
名
目
録
』

て
い
る
。

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

下
巻
第
七
十
九
条
。

天
保
九
年
十
月
附
熊
本
藩
御
達
（
『
近
世
藩
法
資
料
集
成
』
二
）
。

「
戸
令
」
螺
寡
条
。

『
御
触
書
天
保
集
成
』
百
六
、
風
邪
流
行
二
付
施
薬
其
外
養
生
所
等
都
て
御
救
筋
之
部
、

『
東
京
市
史
稿
』
救
済
篇
。

な
ど
で
は
故
意
の
殺
人
に
は
死
刑
を
課
す
こ
と
と
し

六
五
八
七
。
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（
1
9
）
　
「
凡
孝
子
、
順
孫
、
義
夫
、
節
婦
、
志
行
聞
於
国
郡
者
、
申
太
政
官
奏
聞
、
表
其
門
閻
、
同
籍
悉
免
課
役
、
有
精
誠
通
感
者
、
別
加
優
賞
、
」
と

　
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
三
月
己
未
条
に
は
、
土
師
宿
禰
嶋
村
が
近
年
の
旱
舷
飢
饅
に
対
し
て
私
財
を
投
じ
て
飢
民
十
余
人
を
救
っ
た

　
こ
と
に
つ
き
、
勅
を
も
っ
て
位
一
階
を
授
け
る
と
と
も
に
、
今
後
、
同
様
の
例
に
つ
い
て
所
司
に
実
録
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
授
位
せ

　し

め
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
父
母
へ
の
孝
養
等
に
よ
り
報
償
を
受
け
た
例
は
、
六
国
史
中
に
も
随
所
に
見
ら
れ
る
。

（
2
0
）
『
法
令
全
書
』
明
治
元
年
。

三

高齢者福祉の歴史的展開について

　
我
が
古
代
国
家
に
於
い
て
は
、
高
齢
者
に
対
し
六
一
歳
（
の
ち
六
〇
歳
）
よ
り
段
階
的
に
法
的
責
任
の
軽
減
を
図
り
、
八
○
歳
以
降
は

身
辺
看
護
人
を
給
付
し
、
ま
た
こ
れ
ら
と
平
行
し
て
高
齢
の
自
活
不
能
者
を
近
親
や
地
域
社
会
に
扶
助
せ
し
め
る
規
定
を
設
け
、
更
に
適

宜
賑
給
を
実
施
し
て
直
接
扶
助
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
中
世
社
会
で
は
年
齢
別
の
高
齢
者
福
祉
政
策
を
見
る
こ
と
は
出
来
ず
、
近

世
で
も
幕
府
と
各
藩
で
は
対
応
が
異
な
り
、
ま
た
時
期
に
よ
っ
て
対
象
年
齢
も
一
定
せ
ず
、
甚
だ
し
き
は
九
〇
歳
以
上
を
福
祉
行
政
の
対

象
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
非
生
産
階
層
へ
の
支
援
に
関
す
る
為
政
者
側
の
責
任
回
避
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

治
以
降
も
継
続
し
、
各
種
の
福
祉
立
法
が
堕
民
を
醸
成
す
る
と
の
尤
も
ら
し
い
理
由
の
も
と
に
廃
案
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
儒
教
道
徳
的
孝
養
心
わ
奨
励
す
る
動
き
は
、
少
な
く
と
も
戦
前
ま
で
時
代
の
如
何
を
問
わ
ず
見
ら
れ
、
高
齢
で
あ
る
こ
と
が
尊

敬
を
受
け
る
に
足
る
と
い
う
価
値
観
を
社
会
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
高
齢
者
自
身
に
対
す
る
精
神
的
支
援
の
効
果
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
本
質
は
、
こ
う
し
た
孝
養
心
に
基
づ
く
相
互
扶
助
を
家
族
や
地
域
社
会
に
行
わ
し
め
、
可
能
な
限
り
為
政
者
側

の
経
済
的
負
担
を
軽
減
せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
近
年
の
状
況
を
見
る
と
、
道
徳
的
孝
養
心
の
強
制
は
既
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
一
方
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
浸
透
に
よ
り
、
高

齢
者
に
対
す
る
福
祉
の
状
況
は
従
前
に
比
し
て
よ
り
細
や
か
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
行
政
側
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
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福
祉
政
策
の
部
分
ま
で
が
、
社
会
参
加
の
美
名
の
も
と
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
好
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
姿
を
変
え
た

行
政
の
責
任
回
避
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
高
齢
で
あ
る
こ
と
自
体
へ
の
尊
敬
心
が
表
面
上
は
と
も
か
く
現
実
に
喪
失
し
つ
つ
あ
る
現
代
社
会

は
、
前
代
以
上
の
過
酷
さ
を
秘
め
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
公
的
扶
助
法
前
史
I
l
明
治
二
十
三
年
の
窮
民
救
助
法
案
に
つ
い
て
ー
ー
」
（
『
社
会
福
祉
研
究
』
三
七
）
。
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